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議案第９１号 
 

      平成２３年度所沢市一般会計補正予算（第５号） 
 
 
平成２３年度所沢市の一般会計の補正予算（第５号）は、次に定めるところによる。 
 
（歳入歳出予算の補正） 
第１条  歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ    １，３１７，８９３千円    を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 
８９，７９３，５２４千円とする。 
２  歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第１表  歳入歳出予算補正」によ 
 る。 
（繰越明許費） 

第２条 地方自治法第２１３条第１項の規定により翌年度に繰り越して使用することができる経費は、「第２表  繰越明許費」による。 
（債務負担行為の補正） 
第３条 債務負担行為の追加は、「第３表 債務負担行為補正」による。 
（地方債の補正） 
第４条 地方債の追加・変更は、「第４表  地方債補正」による。 

 
 

 平成２３年１１月２９日提出 
 
 
                                    所  沢  市  長    藤 本 正 人 



第１表　                                                 歳　入　歳　出　予　算　補　正

 歳　入
　　単位　千円

款 項

 1 市税 51,664,729 △ 941,000 50,723,729 

 1 市民税 24,980,708 △ 834,000 24,146,708 

 2 固定資産税 19,999,887 △ 82,000 19,917,887 

 7 都市計画税 3,844,989 △ 25,000 3,819,989 

11 地方交付税 876,000 1,067,108 1,943,108 

 1 地方交付税 876,000 1,067,108 1,943,108 

15 国庫支出金 13,698,007 513,269 14,211,276 

 1 国庫負担金 13,131,560 521,909 13,653,469 

 2 国庫補助金 487,147 △ 9,081 478,066 

 3 委託金 79,300 441 79,741 

16 県支出金 5,312,475 78,069 5,390,544 

 1 県負担金 2,417,249 60,349 2,477,598 

 2 県補助金 2,257,776 17,720 2,275,496 

18 寄附金 1,361 2,000 3,361 

 1 寄附金 1,361 2,000 3,361 

19 繰入金 1,825,420 415,916 2,241,336 

 1 基金繰入金 1,707,158 415,916 2,123,074 

補正前の額 補 正 額 計
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21 諸収入 824,062 731 824,793 

 5 雑入 688,388 731 689,119 

22 市債 4,467,600 181,800 4,649,400 

 1 市債 4,467,600 181,800 4,649,400 

88,475,631 1,317,893 89,793,524 歳　　　　　　入　　　　　　合　　　　　　計
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 歳　出
　　単位　千円

款 項

 2 総務費 11,062,145 73,960 11,136,105 

 1 総務管理費 9,000,674 72,778 9,073,452 

 2 徴税費 1,106,324 506 1,106,830 

 3 戸籍住民基本台帳費 482,321 676 482,997 

 3 民生費 38,871,453 1,028,825 39,900,278 

 1 社会福祉費 13,229,866 255,435 13,485,301 

 2 児童福祉費 18,437,260 243,715 18,680,975 

 3 生活保護費 7,193,842 529,675 7,723,517 

 4 衛生費 10,176,986 54,977 10,231,963 

 1 保健衛生費 3,823,681 13,556 3,837,237 

 2 清掃費 6,353,305 41,421 6,394,726 

 5 労働費 85,694 367 86,061 

 1 労働諸費 85,694 367 86,061 

 6 農林水産業費 290,697 342 291,039 

 1 農業費 290,697 342 291,039 

 8 土木費 6,903,081 138,805 7,041,886 

 2 道路橋りょう費 1,994,289 40,000 2,034,289 

補正前の額 補 正 額 計
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 4 都市計画費 2,046,847 98,805 2,145,652 

 9 消防費 3,546,763 7,735 3,554,498 

 1 消防費 3,546,763 7,735 3,554,498 

10 教育費 8,946,370 12,882 8,959,252 

 2 小学校費 1,054,591 0 1,054,591 

 3 中学校費 673,944 717 674,661 

 4 幼稚園費 588,870 2,931 591,801 

 5 社会教育費 2,416,974 443 2,417,417 

 6 保健体育費 2,660,934 8,791 2,669,725 

12 公債費 7,355,751 0 7,355,751 

 1 公債費 7,355,751 0 7,355,751 

88,475,631 1,317,893 89,793,524 歳　　　　　　出　　　　　　合　　　　　　計
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    第２表

款 項 事                      業                      名

千円

　 ２ 総　　務　　費 １ 総 務 管 理 費 市民文化センター施設整備事業 ６５，８３５

　 ８ 土　　木　　費 ４ 都 市 計 画 費 北野公園市民プール改修事業 ９８，８０５

金　　　 　額

繰　 越　 明　 許　 費 　
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    第３表

債　 務　 負　 担　 行　 為　 補　 正

　追　　加

事                         項 期                         間 限            度            額

　窓口業務等委託料 　平成２４年度まで １４，１７４千円

　し尿処理施設運転管理等業務委託料 　平成２４年度まで ３１，０２２千円
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第４表 

 

地   方   債   補   正 
 
１ 追  加 

起    債    の    目    的 限    度    額 起債の方法 利      率 償    還    の    方    法 

 千円

市 民 文 化 セ ン タ ー 施 設 整 備 事 業 

 

41,800 

 

普通貸借 

 

又 は 

 

証券発行 

５．０ ％ 以 内 

 

（ただし、利率見直し方式で借り入れ

る政府資金及び機構資金について、利

率の見直しを行った後においては、当

該見直し後の利率） 

政府資金についてはその融資条件によ

り、銀行その他の場合にはその債権者

と協定する融資条件による。ただし、

市財政の都合により据置期間及び償還

期限を短縮し、若しくは繰上償還又は

低利に借換えすることができる。 

計 41,800    

 

２ 変  更 

限    度    額 
 起    債    の    目    的 

補 正 前 補 正 後
起債の方法 利      率 償    還    の    方    法 

 千円 千円

臨 時 財 政 対 策 債 

 

2,700,000 

 

2,840,000 

 

普通貸借 

 

又 は 

 

証券発行 

５．０ ％ 以 内 

 

（ただし、利率見直し方式で借り入れ

る政府資金及び機構資金について、利

率の見直しを行った後においては、当

該見直し後の利率） 

政府資金についてはその融資条件によ

り、銀行その他の場合にはその債権者

と協定する融資条件による。ただし、

市財政の都合により据置期間及び償還

期限を短縮し、若しくは繰上償還又は

低利に借換えすることができる。 

計 2,700,000 2,840,000    
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